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平成31年度の補正予算について
（４月２５日付け知事専決処分）

◎補正予算の内容 （単位：千円）

歳 出 歳 入

１ 特別支援学校施設整備 ４１,５９１ １ 繰入金 ４,５９１

・藤岡特別支援学校高等部用地の土壌汚染対策に伴う工 ・財政調整基金

事費の増額 （基準超過土壌の処分費、運搬費など）

２ 県債 ３７,０００

２ 債務負担行為の追加 （１１６,４８８）

・藤岡特別支援学校新校舎新築工事請負契約

（９３,９８８）

・藤岡特別支援学校整備に係る仮設校舎リース契約

（２２,５００）

計 ４１,５９１ 計 ４１,５９１

（債務負担行為 １１６,４８８）

◎専決処分する理由

藤岡特別支援学校高等部の新校舎建設用地の一部から、土壌汚染対策法の土壌溶出量

基準を超える砒素が検出されたことから、土壌汚染対策に伴う追加経費及び債務負担行

為について、早急に予算措置の必要があるため、地方自治法第１７９条の規定により、

４月２５日付で知事が専決処分を行った。

【参考】 一般会計予算額の状況

現計予算額 ７５１,１２０,０００千円（当初予算）

今回補正額 ４１,５９１千円

補正後予算額 ７５１,１６１,５９１千円


